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○
文
部
科
学
省
令
第
四
十
二
号

著
作
権
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
（
令
和
四
年
政
令
第
四
百
五
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
著
作
権
法
施
行
令

（
昭
和
四
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
五
号
）
第
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
著
作
権
法
（
昭
和
四
十

五
年
法
律
第
四
十
八
号
）
及
び
著
作
権
法
施
行
令
を
実
施
す
る
た
め
、
著
作
権
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
四
年
十
二
月
二
十
八
日

文
部
科
学
大
臣

永
岡

桂
子

著
作
権
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

著
作
権
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
五
年
文
部
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改

正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
又
は
破
線
で
囲
ん
だ
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応

し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
標
記
部
分
が

異
な
る
も
の
は
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ

る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

目
次

目
次

第
一
章
～
第
十
章

[

略]

第
一
章
～
第
十
章

[

同
上]

第
十
章
の
二

図
書
館
等
公
衆
送
信
補
償
金
の
額
の
認
可
申
請
等
（
第
二
十
二
条

の
四
・
第
二
十
二
条
の
五
）

第
十
章
の
三

授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金
の
額
の
認
可
申
請
等
（
第
二
十
二
条

第
十
章
の
二

授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金
の
額
の
認
可
申
請
等
（
第
二
十
二
条

の
六
―
第
二
十
二
条
の
八
）

の
四
―
第
二
十
二
条
の
六
）

第
十
一
章
～
第
十
三
章

[

略]

第
十
一
章
～
第
十
三
章

[

同
上]

附
則

附
則

第
十
章
の
二

図
書
館
等
公
衆
送
信
補
償
金
の
額
の
認
可
申
請
等

[

章
を
加
え
る
。]

（
図
書
館
等
公
衆
送
信
補
償
金
の
額
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
二
条
の
四

法
第
百
四
条
の
十
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
団
体
（
以

下
こ
の
章
に
お
い
て
「
指
定
管
理
団
体
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
百
四
条
の
十
の
四

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
図
書
館
等
公
衆
送
信
補
償
金
（
法
第
百
四
条
の
十
の
二
第
一

項
の
図
書
館
等
公
衆
送
信
補
償
金
を
い
う
。
以
下
こ
の
章
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
額

の
設
定
又
は
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載

し
た
申
請
書
に
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
を
添
付
し
て
、
文
化
庁
長
官
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

指
定
管
理
団
体
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

二

設
定
又
は
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
図
書
館
等
公
衆
送
信
補
償
金
の
額

及
び
そ
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事
項

三

法
第
百
四
条
の
十
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
図
書
館
等
を
設
置
す
る
者
の
団

体
か
ら
の
意
見
聴
取
の
概
要
（
当
該
団
体
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
、
当
該
意

見
聴
取
の
年
月
日
及
び
方
法
、
当
該
団
体
か
ら
聴
取
し
た
意
見
の
内
容
並
び
に
当

該
意
見
聴
取
の
結
果
の
図
書
館
等
公
衆
送
信
補
償
金
の
額
へ
の
反
映
状
況
を
含
む

。
）

（
補
償
金
関
係
業
務
に
係
る
業
務
規
程
の
記
載
事
項
等
）

第
二
十
二
条
の
五

令
第
五
十
九
条
第
二
項
の
業
務
規
程
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一

図
書
館
等
公
衆
送
信
補
償
金
を
受
け
る
権
利
を
行
使
す
る
業
務
に
要
す
る
手
数

料
（
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
手
数
料
」
と
い
う
。
）
に
関
す
る
事
項
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二

文
化
庁
長
官
の
認
可
を
受
け
た
図
書
館
等
公
衆
送
信
補
償
金
の
額
及
び
そ
の
算

定
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事
項
の
公
示
に
関
す
る
事
項

２

法
第
百
四
条
の
十
の
五
第
二
項
の
図
書
館
等
公
衆
送
信
補
償
金
の
分
配
に
関
す
る

事
項
に
は
、
当
該
分
配
の
方
法
の
詳
細
（
著
作
権
者
又
は
著
作
隣
接
権
者
の
不
明
そ

の
他
の
理
由
に
よ
り
図
書
館
等
公
衆
送
信
補
償
金
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
著
作
権

者
又
は
著
作
隣
接
権
者
と
連
絡
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
お
け
る
分
配
の
方
法

を
含
む
。
）
及
び
そ
の
決
定
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事
項
を
含
む
も
の
と
す
る
。

３

指
定
管
理
団
体
は
、
法
第
百
四
条
の
十
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
の
規
程

を
届
け
出
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
（
変
更
の
場
合
に
あ
つ

て
は
、
変
更
の
内
容
及
び
理
由
を
記
載
し
た
書
類
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。一

手
数
料
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
べ
き
事
項

二

法
第
百
四
条
の
十
の
三
第
四
号
の
補
償
金
関
係
業
務
を
的
確
に
遂
行
す
る
た
め

の
体
制
の
整
備
に
関
す
る
事
項

三

法
第
百
四
条
の
十
の
六
第
一
項
の
事
業
の
検
討
の
状
況
及
び
令
第
六
十
一
条
の

規
定
に
よ
る
学
識
経
験
者
か
ら
の
意
見
聴
取
の
方
法
に
関
す
る
事
項

第
十
章
の
三

[

略]

第
十
章
の
二

[

同
上]

（
授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金
の
額
の
認
可
の
申
請
）

（
授
業
目
的
公
衆
送
信
補
償
金
の
額
の
認
可
の
申
請
）

第
二
十
二
条
の
六

[

略]

第
二
十
二
条
の
四

[

同
上]

（
補
償
金
関
係
業
務
に
係
る
業
務
規
程
の
記
載
事
項
等
）

（
補
償
金
関
係
業
務
に
係
る
業
務
規
程
の
記
載
事
項
等
）

第
二
十
二
条
の
七

令
第
六
十
五
条
第
二
項
の
業
務
規
程
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

第
二
十
二
条
の
五

令
第
五
十
七
条
の
十
第
二
項
の
業
務
規
程
で
定
め
な
け
れ
ば
な
ら

事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

な
い
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

一
・
二

[

略]

一
・
二

[

同
上]

２

[

略]
２

[

同
上]

３

[

略]
３

[

同
上]

一
・
二

[

略]
一
・
二

[

同
上]

三

法
第
百
四
条
の
十
五
第
一
項
の
事
業
の
検
討
の
状
況
及
び
令
第
六
十
七
条
の
規

三

法
第
百
四
条
の
十
五
第
一
項
の
事
業
の
検
討
の
状
況
及
び
令
第
五
十
七
条
の
十

定
に
よ
る
学
識
経
験
者
か
ら
の
意
見
聴
取
の
方
法
に
関
す
る
事
項

二
の
規
定
に
よ
る
学
識
経
験
者
か
ら
の
意
見
聴
取
の
方
法
に
関
す
る
事
項

（
著
作
権
等
の
保
護
に
関
す
る
事
業
等
の
た
め
に
支
出
す
べ
き
授
業
目
的
公
衆
送
信

（
著
作
権
等
の
保
護
に
関
す
る
事
業
等
の
た
め
に
支
出
す
べ
き
授
業
目
的
公
衆
送
信

補
償
金
の
額
の
算
出
に
用
い
る
割
合
）

補
償
金
の
額
の
算
出
に
用
い
る
割
合
）

第
二
十
二
条
の
八

令
第
六
十
六
条
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
二
割
と
す

第
二
十
二
条
の
六

令
第
五
十
七
条
の
十
一
の
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
割
合
は
、
二
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る
。

割
と
す
る
。

（
デ
ィ
ス
ク
等
に
よ
る
手
続
）

（
デ
ィ
ス
ク
等
に
よ
る
手
続
）

第
二
十
四
条

次
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法

第
二
十
四
条

次
に
掲
げ
る
書
類
の
提
出
に
つ
い
て
は
、
電
子
的
方
法
、
磁
気
的
方
法

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録

そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
当
該
書
類
に
記
載
す
べ
き
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
事
項
を
記
録

し
た
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と

し
た
デ
ィ
ス
ク
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

が
で
き
る
。

一

法
第
百
四
条
の
七
第
一
項
、
第
百
四
条
の
十
の
五
第
一
項
及
び
第
百
四
条
の
十

一

法
第
百
四
条
の
七
第
一
項
及
び
第
百
四
条
の
十
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け

四
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
程
に
係
る
書
類
並
び
に

出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
規
程
に
係
る
書
類
並
び
に
第
二
十
二
条
の
五
第
三
項
の
規

第
二
十
二
条
の
五
第
三
項
及
び
第
二
十
二
条
の
七
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
し

定
に
よ
り
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
書
類

二
～
四

[

略]

二
～
四

[

同
上]

五

令
第
四
十
五
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
九
条
（
令
第
五
十
七

五

令
第
四
十
五
条
の
五
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
四
十
九
条
（
令
第
五
十
七

条
の
三
、
第
五
十
七
条
の
九
、
第
六
十
二
条
第
二
項
及
び
第
七
十
条
に
お
い
て
準

条
の
三
、
第
五
十
七
条
の
九
及
び
第
五
十
七
条
の
十
五
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出

を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
に
係
る
書
類
並
び
に
令
第
四
十

な
ら
な
い
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
に
係
る
書
類
並
び
に
令
第
四
十
五
条
の
五
第

五
条
の
五
第
三
項
及
び
第
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な

三
項
及
び
第
四
十
九
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
業

ら
な
い
事
業
報
告
書
に
係
る
書
類

報
告
書
に
係
る
書
類

六

[

略]

六

[

同
上]

七

令
第
五
十
七
条
の
七
第
一
項
、
第
六
十
三
条
第
一
項
及
び
第
六
十
八
条
第
一
項

七

令
第
五
十
七
条
の
七
第
一
項
及
び
第
五
十
七
条
の
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

の
規
定
に
よ
り
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
係
る
書
類

届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
項
に
係
る
書
類

八

第
二
十
二
条
の
二
、
第
二
十
二
条
の
四
及
び
第
二
十
二
条
の
六
の
規
定
に
よ
り

八

第
二
十
二
条
の
二
及
び
第
二
十
二
条
の
四
の
規
定
に
よ
り
提
出
し
な
け
れ
ば
な

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
申
請
書
に
係
る
書
類
並
び
に
同
条
の
規
定
に
よ
り
添

ら
な
い
申
請
書
に
係
る
書
類
並
び
に
同
条
の
規
定
に
よ
り
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

な
い
参
考
と
な
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
著
作
権
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
五
十
二
号
）
附
則
第
一
条
第
四
号
に
掲
げ

る
規
定
の
施
行
の
日
（
令
和
五
年
六
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。


